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示
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（
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代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審

査

課
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改
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一
五

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
九
十
七
号

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

香
川
県
都
市
公
園
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
施
設
の
利
用
時
間
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
と
す
る
。

一

瀬
戸
大
橋
記
念
館

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二

マ
リ
ン
ド
ー
ム

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

三

タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
（
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
あ
つ
て
は
、
午
後
七
時
）
ま
で

第
十
九
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
瀬
戸
大
橋
記
念

館
及
び
マ
リ
ン
ド
ー
ム
」
を
「
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
施
設
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す

。
る

第
十
九
条
の
三
の
見
出
し
中
「
瀬
戸
大
橋
記
念
館
」
を
「
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
施
設
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
瀬
戸
大
橋
記
念
館
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
瀬
戸
大
橋
記
念
館
」
を
「
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
施
設
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す

。
る

一

一
月
四
日
か
ら
四
月
二
十
八
日
ま
で
、
五
月
六
日
か
ら
七
月
十
九
日
ま
で
及
び
九
月
一
日
か
ら

第８６号

平 成１５年

１０月３１日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一



十
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
の
月
曜
日
（
そ
の
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い

て
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
）

二

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
施
設
の
使
用
料
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規
定

す
る
」
の
下
に
「
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
使
用
時
間
を
分
割
し
て
使
用
す
る
場

合
の
使
用
料
及
び
午
前
九
時
前
又
は
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
」
を
加

え
る
。

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五
（
第
二
十
条
関
係
）

一

マ
リ
ン
ド
ー
ム
の
使
用
料

備
考

使
用
時
間
が
一
時
間
未
満
で
あ
る
と
き
は
一
時
間
と
し
、
使
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
一
時
間
と
す
る
。

二

タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場
の
使
用
料

備
考一

こ
の
表
の
第
二
欄
及
び
第
三
欄
に
規
定
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、

使
用
時
間
は
、
こ
れ
ら
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
。

二

使
用
時
間
が
一
時
間
未
満
で
あ
る
と
き
は
一
時
間
と
し
、
使
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
一
時
間
と
す
る
。

第
二
条

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

球
技
場

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
（
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
つ
て

、
は

午
後
七
時
）
ま
で

第
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

、
し

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
は
、
十
二
月
二
十
九
日
か

ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
と
す
る
。

第
二
十
条
の
三
を
第
二
十
条
の
四
と
し
、
第
二
十
条
の
二
を
第
二
十
条
の
三
と
し
、
第
二
十
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
施
設
の
使
用
料
の
減
免
）

第
二
十
条
の
二

第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
二
以
上
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

同
時
に
使
用
す
る
者
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
を
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る
者
が
、
併
せ

て
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
の
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
は
、
当
該
会
議
室
の
使
用
料
を
免
除
す

る
。

２

第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
同
時
に
ア

マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
以
外
の
目
的
で
使
用
し
、
か
つ
、
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
、
午
前
九
時
か

ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
額
が
入
場
料
の
最
高
額
の
三
百
倍
に
相
当
す
る
額

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
を
入
場
料
の
最
高
額
の
三
百
倍
に
相
当
す
る
額
に
減
額
す
る
。

別
表
第
五
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

球
技
場
の
使
用
料

使

用

区

分

午
後
五
時
後
の
時
間
に

お
い
て
使
用
す
る
場
合

の
一
時
間
当
た
り
の
使

用
料
の
額

基
本
施
設
（
ス
テ
ー
ジ
及
び
観
客
席
）

専
用
使
用
の
場
合

五
千
円

附
属
施
設

第
一
控
室
、
第
二
控
室

又
は
会
議
室

三
百
四
十
円

使

用

区

分

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
の
間
に
お
い
て
使
用
時
間

を
分
割
し
て
使
用
す
る
場
合

の
一
時
間
当
た
り
の
使
用
料

の
額

午
前
九
時
前
又
は
午
後
五
時

後
の
時
間
に
お
い
て
使
用
す

る
場
合
の
一
時
間
当
た
り
の

使
用
料
の
額

専
用
使
用
の
場
合

学
校
等

学
校
等
以
外
の
も
の

専
用
使
用
で
な
い
場
合

二
千
百
六
十
円

五
千
四
百
円

二
千
百
六
十
円

五
千
四
百
円

生
徒
及
び
児
童

一
般

一
人
六
十
円

一
人
百
五
十
円

一
人
六
十
円

一
人
百
五
十
円

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

二



イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

備
考一

こ
の
表
の
第
二
欄
及
び
第
三
欄
に
規
定
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、

使
用
時
間
は
、
こ
れ
ら
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
。

二

使
用
時
間
が
一
時
間
未
満
で
あ
る
と
き
は
一
時
間
と
し
、
使
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
一
時
間
と
す
る
。

ロ

す
べ
て
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
同
時
に
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
以
外
の
目
的
で
使
用
し
、
か
つ
、

入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合

備
考一

こ
の
表
の
各
欄
に
規
定
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
使
用
時
間
は
、

こ
れ
ら
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
。

二

使
用
時
間
が
一
時
間
未
満
で
あ
る
と
き
は
一
時
間
と
し
、
使
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
一
時
間
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
三
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

使

用

区

分

午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
の
間
に
お
い
て

使
用
時
間
を
分
割
し
て

使
用
す
る
場
合
の
一
時

間
当
た
り
の
使
用
料
の

額

午
前
九
時
前
又
は
午
後

五
時
後
の
時
間
に
お
い

て
使
用
す
る
場
合
の
一

時
間
当
た
り
の
使
用
料

の
額

基
本
施
設

第
一
グ
ラ
ウ
ン
ド

又
は
第
二
グ
ラ
ウ

ン
ド

第
三
グ
ラ
ウ
ン
ド

又
は
第
四
グ
ラ
ウ

ン
ド

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ
の
場
合

学
校
等

学
校
等
以
外
の

も
の

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ
以
外
の
場
合

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ
の
場
合

学
校
等

学
校
等
以
外
の

も
の

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ
以
外
の
場
合

四
百
八
十
円

千
二
百
円

二
千
四
百
円

二
百
九
十
円

七
百
二
十
円

千
四
百
四
十
円

四
百
八
十
円

千
二
百
円

二
千
四
百
円

二
百
九
十
円

七
百
二
十
円

千
四
百
四
十
円

附
属
施
設

会
議
室

二
百
円

二
百
円

額

用
料
の
額

入
場
料
の
最
高
額
の
九
十
倍
に
相
当
す
る
額

入
場
料
の
最
高
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
額

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
に
お
い
て

使
用
す
る
場
合
の
一
時
間
当
た
り
の
使
用
料
の

午
前
九
時
前
又
は
午
後
九
時
後
の
時
間
に
お

い
て
使
用
す
る
場
合
の
一
時
間
当
た
り
の
使

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。
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ン

・
マ
ガ
ジ
ン

〃

雑
誌
コ
ー
ド

０６７７７
－
１１

０３８０１
－
１１

０６８３７
－
１１

０８１７７
－
１１

０８３９７
－
１１

図
書

名

D
ont！

N
o．２０８
１１
月
号

C
om
ic
Am
our

１１
月
号

TO
P
SPEED

vol．０３８
１１
月
号

B
O
Y’S

ピ
ア
ス

１１
月
号

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー

１１
月
号

種
別

雑
誌

コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌

コ
ミ
ッ

ク
誌〃

指
定

年
月
日

平成十五年十月二十四日

指
定

番
号

１８０

１８１

１８２

１８３

１８４

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

〃

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ〃

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

英
知
出
版
�

�
メ
デ
ィ
ア

ッ
ク
ス

ミ
リ
オ
ン
出

版
�

�
Ｍ
Ｃ
プ
レ

ス�
バ
ウ
ハ
ウ

ス�
竹
書
房

ワ
ニ
マ
ガ
ジ

ン
社

�
ぶ
ん
か
社

１７９０７
－
１１

０４０４０
－
１０

１４００３
－
１１

１７４８４
－
１１

０７６７９
－
１１

０７４８３
－
１１

１８１８５
－
１１

０６３０６
－
１１

０６６３５
－
１１

０７６５３
－
１１

１３８７７
－
１１

０７９３３
－
１１

別
冊

ど
ん
と

vol．１６
１１
月
号

D
O
PE
ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン

オ
リ
ジ
ナ
ル
１０
月
号
増
刊

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
N
o．２３４

１１
月
号

B
U
RST

H
IG
H

vol．５
B
U
RST１１

月
号
増
刊

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

N
o．２３５
１１
月
号

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
vol．１３８
１１
月
号

別
冊

G
O
N
！

＃
３０

１１
月
号

D
VD

C
lub

D
VD

C
lub

１１
月
号
別
冊

D
r．
ピ
カ
ソ

N
o．１０４
１１
月
号

月
刊
ビ
タ
マ
ン

１１
月
号

快
楽
天

１１
月
号

PEN
TH
O
U
SE

JAPAN１１
月
号

雑
誌〃〃〃〃〃〃〃〃コ
ミ
ッ

ク
誌〃雑
誌

１８５

１８６

１８７

１８８

１８９

１９０

１９１

１９２

１９３

１９４

１９５

１９６

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

カ
ッ
タ
ー

２
馬
力

１
基

許
可
日

着
手
後
１
週
間

完
成
後

連
続
１０
時
間
使
用
（
変
更
前

連
続
８
時
間
使
用
）

最
大

５
．８
～
８
．６

２００

１００

１００３０３０

通
常

５
．８
～
８
．６

１００５０５０２５１５

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
出
作
町
９５９
番
地
１

八
幡
食
品
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鎌
田
利
勝

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

観
音
寺
市
出
作
町
９５９
番
地
１

八
幡
食
品
株
式
会
社

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

四



２５

（
変
更
前

８
）
１０

２５

（
変
更
前

７
）
８
．７

抽
出
物
質
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
	
／日
）

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設



原
料
洗
浄
槽
０
．５４
	

１
基

�
原
料
洗
浄
槽
０
．２３
	

１
基

�
原
料
洗
浄
槽
０
．７８
	

２
基


原
料
洗
浄
槽
０
．０３
	

１
基

種
類

能
力

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

ミ
キ
サ
ー
６０
kg/h

１
基

許
可
日

着
手
後
１
週
間

完
成
後

連
続
１０
時
間
使
用
（
変
更
前

連
続
８
時
間
使
用
）

最
大

５
．８
～
８
．６

２００

１００

１００５２２

（
変
更
前
０
．５
）
０
．６

通
常

５
．８
～
８
．６

１００５０５０３１１

（
変
更
前
０
．５
）
０
．６

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
	
／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

許
可
日

着
手
後
１
週
間

完
成
後

連
続
１０
時
間
使
用
（
変
更
前

連
続
８
時
間
使
用
）

最
大

５
．８
～
８
．６

３００

２５０

１５０３０３０２５

（
変
更
前
４５
）
５６
．３

（
変
更
前
７
．５
）
９
．４

（
変
更
前
１０
．７
）
１３
．２

（
変
更
前

６
）
７
．５

通
常

５
．８
～
８
．６

２００

１５０

１００２５１５２５

（
変
更
前
４３
）
５３
．８

（
変
更
前

７
）
８
．７

（
変
更
前
９
．３
）
１０
．９

（
変
更
前

５
）
６
．３

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（
�

／�
）



×
１
基

�
×
１
基

�
×
２
基


×
１
基

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

（
	

／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

排
水
処
理
施
設

１５０
	
／
日

活
性
汚
泥
法
＋
凝
集
沈
殿

既
設

既
設

既
設

種
類

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

工期等

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

五



●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

第
１

排
水

口

最
大

５
．８
～
８
．６６０６０６０２５５２０

通
常

５
．８
～
８
．６４０４０５０２０４２０

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（
�

／�
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

連
続
２４
時
間
使
用

処
理

後

最
大

５
．８
～
８
．６６０６０６０２５５２０

１５０

通
常

５
．８
～
８
．６４０４０５０２０４２０

１４０

処
理

前

最
大

５
～
８

８００

４００

４００３０３０２５

１５０

通
常

５
～
８

７００

３００

３００２５１５２５

１４０

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
	
／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

３
，０００
以
下

１５４

１
，０００

１４３

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（
	

／日
）

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
六
、
一

医
療
法
人
社
団

林
泉
会
林
医
院

医
療
法
人
社
団

林
泉
会

仲
多
度
郡
琴
平
町
四
五
番
地

平
成
一
五
、
一
、
一

楠
原
内
科
医
院

楠
原

俊
一

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
東
二
二
六
六

番
地
三

平
成
一
四
、
四
、
一

さ
ぬ
き
市
国
民

健
康
保
険
直
営

多
和
診
療
所

さ
ぬ
き
市

さ
ぬ
き
市
多
和
助
光
西
三
五
番
地

一
三

第
２
排
水
口
：
冷
却
水
（
通
常
１０
	
／
日
、
最
大
１５
	
／
日
）

（
備
考
）

本
事
業
場
に
お
い
て
、
一
部
特
定
施
設
を
廃
止
し
、
既
設
特
定
施
設
の
使
用
時
間
を
増
加

さ
せ
る
た
め
、
当
該
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負

荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１５
年
１０
月
３１
日
か
ら

平
成
１５
年
１１
月
２１
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

観
音
寺
市
生
活
環
境
課

�
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

六



め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
六
百
二
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
一
〇
、
一

医
療
法
人
社
団

ハ
ロ
ー
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団

ハ
ロ
ー
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

さ
ぬ
き
市
志
度
二
二
一
四
番
地
二

一

平
成
一
五
、
一
〇
、
一

医
療
法
人
社
団

丸
山
歯
科
医
院

医
療
法
人
社
団

丸
山
歯
科
医
院

さ
ぬ
き
市
造
田
野
間
田
七
七
三
番

地
一

平
成
一
五
、
一
〇
、
一

医
療
法
人
社
団

さ
さ
き
歯
科
医

院

医
療
法
人
社
団

さ
さ
き
歯
科
医

院

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸
二
五
七

九
番
地
六

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
四
、
三
、
三
一

長
尾
町
国
民
健

康
保
険
多
和
診

療
所

長
尾
町

大
川
郡
長
尾
町
多
和
助
光
西
三
五

番
地
一
三

平
成
一
四
、
一
二
、
三
一

楠
原
内
科
医
院

楠
原

俊
一

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
東
二
二
四
四

番
地
一

平
成
一
五
、
三
、
三
一

加
地
医
院

加
地

重
博

観
音
寺
市
坂
本
町
七
丁
目
八
番
三

五
号

平
成
一
五
、
五
、
三
一

医
療
法
人
社
団

林
泉
会
林
病
院

医
療
法
人
社
団

林
泉
会

仲
多
度
郡
琴
平
町
四
五
番
地

平
成
一
五
、
六
、
三
〇

都
崎
医
院

都
崎

多
美
恵

坂
出
市
加
茂
町
一
一
〇
五
の
二

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
九
、
三
〇

ハ
ロ
ー
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

都
倉

達
生

さ
ぬ
き
市
志
度
二
二
一
四
番
地
二

一

平
成
一
五
、
九
、
三
〇

丸
山
歯
科
医
院

丸
山

秀
男

さ
ぬ
き
市
造
田
野
間
田
七
七
三
番

地
一

平
成
一
五
、
九
、
三
〇

さ
さ
き
歯
科
医

院

佐
々
木

浩
司

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸
二
五
七

九
番
地
六

平
成
一
四
、
四
、
一

桂
歯
科
医
院

桂

喜
子

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
〇
八
二

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
三
、
二
、
二
八

大
西
薬
局

大
西

芳
子

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
甲
一
八
一

番
地

平
成
一
四
、
六
、
一
四

千
金
丹
の
薬
局

田
辺

虎
次
郎

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
九
一
七
番
地

平
成
一
四
、
九
、
九

キ
ャ
ス
パ
ワ
ー

シ
テ
ィ
善
通
寺

店
薬
局

株
式
会
社
マ
ル

ナ
カ

善
通
寺
市
与
北
町
字
西
原
三
二
九

〇
番
地
一

平
成
一
四
、
一
一
、
三
〇

エ
ス
薬
局
有
限

会
社

エ
ス
薬
局
有
限

会
社

善
通
寺
市
上
吉
田
町
二
丁
目
二
番

二
一
号

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

七



定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
又
は

所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事

業

所

の

名

称

及

び

所

在

地

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
一
一

〇
〇
二
一
五

（
変
更
前
）

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
さ
か
も
と

東
か
が
わ
市
川
東
八
八
番

地（
変
更
後
）

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
さ
か
も
と

東
か
が
わ
市
川
東
八
七
番

地
二

株
式
会
社
ア
イ
・
デ
ィ
ー

・
エ
ム

代
表
取
締
役

阪
本
幸
子

高
松
市
桜
町
一
丁
目
三
六

一
番
地
四

平
成
十
五
年

四
月
一
日

居
宅
介
護

支
援

三
七
六
〇
一

九
〇
一
〇
二

（
変
更
前
）

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

み
や
け

高
松
市
天
神
前
五
―
二
六

（
変
更
後
）

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

み
や
け

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
一
六
号

財
団
法
人
三
宅
医
学
研
究

所理
事
長

三
宅
信
一
郎

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
一
六
号

平
成
十
五
年

六
月
一
日

訪
問
看
護

三
七
七
〇
一

〇
一
四
三
八

（
変
更
前
）

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
み

や
け

高
松
市
天
神
前
五
―
五

（
変
更
後
）

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
み

財
団
法
人
三
宅
医
学
研
究

所理
事
長

三
宅
信
一
郎

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
一
六
号

〃

居
宅
介
護

支
援

や
け

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
一
六
号

三
七
七
〇
五

〇
〇
一
六
七

（
変
更
前
）

株
式
会
社
中
村
ふ
と
ん
店

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一

六
五
四
番
地
九

（
変
更
後
）

株
式
会
社
中
村
ふ
と
ん
店

観
音
寺
市
昭
和
町
一
丁
目

七
番
一
八
号

株
式
会
社
中
村
ふ
と
ん
店

代
表
取
締
役

中
村
二
郎

観
音
寺
市
昭
和
町
一
丁
目

七
番
一
八
号

〃

福
祉
用
具

貸
与

三
七
七
〇
六

〇
〇
〇
三
三

（
変
更
前
）

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

会
志
度
支
所

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
四
八
一

番
地
二

（
変
更
後
）

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

会
日
盛
の
里

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
四
八
一

番
地
二

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ
き
市

社
会
福
祉
協
議
会

会
長

十
川
昭
五

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八
八
八

番
地
一

〃

訪
問
介
護

福
祉
用
具

貸
与

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
六

〇
〇
〇
五
八

（
変
更
前
）

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

会
長
尾
支
所

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇
五
〇

番
地
一

（
変
更
後
）

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

会
福
祉
の
里

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇
五
〇

番
地
一

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ
き
市

社
会
福
祉
協
議
会

会
長

十
川
昭
五

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八
八
八

番
地
一

〃

訪
問
介
護

訪
問
入
浴

介
護

通
所
介
護

福
祉
用
具

貸
与

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
一
五

〇
〇
四
四
八

（
変
更
前
）

ほ
た
る
の
里
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ

じ
さ
い
の
会

会
長

川
上
美
佐
子

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
三

〃

居
宅
介
護

支
援

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

八



二
九
九
番
地
五

（
変
更
後
）

ほ
た
る
の
里
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
一

二
八
四
番
地
一

二
九
九
番
地
五

三
七
七
一
五

〇
〇
四
五
五

（
変
更
前
）

ほ
た
る
の
里
訪
問
介
護
事

業
所

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
三

二
九
九
番
地
五

（
変
更
後
）

ほ
た
る
の
里
訪
問
介
護
事

業
所

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
一

二
八
四
番
地
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ

じ
さ
い
の
会

会
長

川
上
美
佐
子

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
三

二
九
九
番
地
五

〃

訪
問
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
三
六
〇

（
変
更
前
）

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
暖

暖高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
三
号

（
変
更
後
）

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
暖

暖高
松
市
室
新
町
一
―
八

医
療
法
人
社
団
康
生
会

理
事
長

大
林
直
之

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
三
号

平
成
十
五
年

七
月
一
日

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
四

〇
〇
二
〇
二

（
変
更
前
）

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ほ
が
ら
か

善
通
寺
市
上
吉
田
町
五
丁

目
一
―
二
三

（
変
更
後
）

在
宅
総
合
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

ほ
が
ら
か

善
通
寺
市
上
吉
田
町
五
丁

目
一
―
二
三

香
川
医
療
生
活
協
同
組
合

理
事
長

梶
義
照

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三

番
二
四
号

〃

訪
問
介
護

通
所
介
護

三
七
七
一
一

〇
〇
五
六
一

（
変
更
前
）

す
ば
る
訪
問
介
護
し
ろ
と

り東
か
が
わ
市
松
原
一
〇
一

一
番
地
二

（
変
更
後
）

す
ば
る
訪
問
介
護

東
か
が
わ
市
松
原
一
〇
一

一
番
地
二

株
式
会
社
サ
ミ
ー
ズ

代
表
取
締
役

長
谷
川
勇

東
か
が
わ
市
松
原
一
〇
一

一
番
地
二

〃

訪
問
介
護

三
七
七
一
一

〇
〇
六
七
八

（
変
更
前
）

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
あ

す
か

東
か
が
わ
市
川
東
八
八
番

地（
変
更
後
）

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
あ

す
か

東
か
が
わ
市
川
東
八
七
番

地
二

株
式
会
社
ア
イ
・
デ
ィ
ー

・
エ
ム

代
表
取
締
役

阪
本
幸
子

高
松
市
桜
町
一
丁
目
三
六

一
番
地
四

〃

訪
問
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
〇
三
〇

（
変
更
前
）

綾
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

高
松
市
太
田
下
町
一
八
七

二
番
地
二

（
変
更
後
）

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
す

も
す

高
松
市
太
田
下
町
字
東
横

田
一
八
六
八
番
地
二

医
療
法
人
社
団
修
美
会

理
事
長

綾
田
喜
一
郎

高
松
市
太
田
下
町
一
八
七

二
番
地
二

平
成
十
五
年

七
月
三
十
日

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
一
一

〇
〇
五
七
九

（
変
更
前
）

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
す
か

東
か
が
わ
市
川
東
一
〇
六

番
地
三

（
変
更
後
）

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
す
か

株
式
会
社
ア
イ
・
デ
ィ
ー

・
エ
ム

代
表
取
締
役

阪
本
幸
子

高
松
市
桜
町
一
丁
目
三
六

一
番
地
四

平
成
十
五
年

八
月
一
日

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

九



●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

東
か
が
わ
市
川
東
八
八
番

地

三
七
七
一
五

〇
〇
六
三
八

（
変
更
前
）

ア
ミ
ー
ユ
香
川
宇
多
津

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
九
番

丁
一
四
二
―
五

（
変
更
後
）

ア
ミ
ー
ユ
香
川
宇
多
津

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
九
番

丁
一
四
二
―
四

株
式
会
社
フ
リ
ー
ダ

代
表
取
締
役

山
城
友
美

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
一
一

一
番
地

平
成
十
五
年

八
月
十
七
日

特
定
施
設

入
所
者
生

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
三
〇
三

（
変
更
前
）

有
限
会
社
パ
ン
ド
ラ

高
松
市
多
賀
町
二
丁
目
一

七
番
一
号
佐
野
ビ
ル

（
変
更
後
）

パ
ン
ド
ラ
訪
問
介
護
サ
ー

ビ
ス

高
松
市
多
賀
町
二
丁
目
一

七
番
一
号
佐
野
ビ
ル

有
限
会
社
パ
ン
ド
ラ

取
締
役

藤
田
裕
幸

高
松
市
多
賀
町
二
丁
目
一

七
番
一
号

平
成
十
五
年

九
月
一
日

訪
問
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
四
二
八

（
変
更
前
）

有
限
会
社
エ
リ
ス
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

高
松
市
松
縄
町
四
一
―
四

誠
ビ
ル
二
階

（
変
更
後
）

有
限
会
社
エ
リ
ス
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

高
松
市
今
里
町
二
丁
目
六

―
一

有
限
会
社
エ
リ
ス

取
締
役

宮
武
一
弘

高
松
市
多
賀
町
二
丁
目
一

番
九
号

平
成
十
五
年

九
月
二
十
九

日

〃

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事

業

所

の

名

称

及

び

所

在

地

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
（
法
人
以

外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
氏

名
及
び
住
所
）

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
〇
六
八
七

有
限
会
社
和

高
松
市
木
太
町
四
〇
五
七

―
七

有
限
会
社
和

代
表
取
締
役

永
野
真
澄

高
松
市
木
太
町
四
〇
五
七

―
七

平
成
十
四
年

三
月
三
一
日

福
祉
用
具

貸
与

三
七
七
一
三

〇
〇
一
一
二

庵
治
訪
問
介
護
事
業
所

木
田
郡
庵
治
町
九
七
八
番

地

社
会
福
祉
法
人
庵
治
町
社

会
福
祉
協
議
会

会
長

梶
河
正
孝

木
田
郡
庵
治
町
九
七
八
番

地
庵
治
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

平
成
十
五
年

三
月
三
一
日

訪
問
介
護

三
七
七
〇
三

〇
〇
四
二
八

坂
出
タ
ク
シ
ー
介
護
セ
ン

タ
ー

坂
出
市
川
津
町
三
五
〇
三

番
地
二

坂
出
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

菅
谷
敏
士

坂
出
市
川
津
町
三
五
〇
三

番
地
二

平
成
十
五
年

六
月
三
十
日

〃

三
七
七
一
一

〇
〇
七
五
一

す
ば
る
訪
問
介
護
お
お
ち

東
か
が
わ
市
馬
篠
三
三
三

番
地
一
四

特
定
非
営
利
活
動
法
人
す

ば
る

理
事
長

長
谷
川
勇

東
か
が
わ
市
松
原
一
〇
一

一
番
地
二

〃

〃

三
七
七
一
六

〇
〇
一
七
二

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
い
わ
さ
き

仲
多
度
郡
琴
平
町
二
八
三

番
地

医
療
法
人
十
全
会

理
事
長

岩
�
恭
子

仲
多
度
郡
琴
平
町
二
八
三

番
地

平
成
十
五
年

七
月
十
六
日

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
一

〇
一
四
九
五

香
老
研
・
屋
島
や
す
ら
ぎ

高
松
市
屋
島
東
町
一
四
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
長

寿
社
会
支
援
協
会

平
成
十
五
年

七
月
三
十
一

訪
問
介
護

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一
〇



●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
か
ら
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号
（
香
川
県
立
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

別
表
第
一

一

使
用
料

１

入
院
料
に
加
算
す
る
病
室
使
用
料
の
表
香
川
県
立
中
央
病
院
の
項
中

四
番
地

会
長

兼
間
道
子

高
松
市
中
央
町
一
七
番
三

〇
号

日

三
七
七
一
五

〇
〇
二
四
〇

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

楽
々
苑

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮

三
七
六
番
地
の
二

社
会
福
祉
法
人
共
済
会

理
事
長

丸
本
正
憲

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮

三
七
六
番
地
の
二

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

三
七
七
一
七

〇
〇
七
四
一

に
こ
に
こ
三
豊
訪
問
介
護

事
業
所

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
高

瀬
一
五
〇
四
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
長

寿
社
会
支
援
協
会

会
長

兼
間
道
子

高
松
市
中
央
町
一
七
番
三

〇
号

〃

訪
問
介
護

三
七
七
一
五

〇
〇
三
一
五

有
限
会
社
松
岡
工
営

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
一

一
三
〇
番
地
四

有
限
会
社
松
岡
工
営

代
表
取
締
役

松
岡
秀
樹

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
一

一
三
〇
番
地
四

平
成
十
五
年

八
月
二
十
六

日

福
祉
用
具

貸
与

三
七
七
〇
一

〇
二
〇
四
八

綾
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
老

人
デ
イ
ケ
ア

高
松
市
太
田
下
町
一
八
七

二
番
地
二

医
療
法
人
社
団
修
美
会

理
事
長

綾
田
喜
一
郎

高
松
市
太
田
下
町
一
八
七

二
番
地
二

平
成
十
五
年

八
月
三
十
一

日

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

三
七
七
一
一

〇
〇
三
四
八

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
所
さ
か
も
と

東
か
が
わ
市
川
東
一
〇
六

番
地
三

阪
本

一
樹

東
か
が
わ
市
川
東
一
〇
三

番
地
一

〃

〃

三
七
七
一
一

〇
〇
七
二
八

長
寿
閣
居
宅
介
護
支
援
事

業
所

さ
ぬ
き
市
長
尾
名
字
西
ノ

谷
一
四
三
二
番
地
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
長

寿
社
会
支
援
協
会

会
長

兼
間
道
子

高
松
市
中
央
町
一
七
番
三

〇
号

平
成
十
五
年

九
月
一
日

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
五

〇
〇
二
〇
九

松
井
病
院
デ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

観
音
寺
市
村
黒
町
七
六
六

シ
ン
ワ
ビ
ル

医
療
法
人
深
田
記
念
会

理
事
長

松
井
孝
嘉

観
音
寺
市
村
黒
町
七
三
九

番
地

平
成
十
五
年

九
月
六
日

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

申
請
者
（
開
設
者
）
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ

て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

辞
退
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
一
一
六

一
一
一
二
三

医
療
法
人
社
団
林
泉
会
林

病
院

仲
多
度
郡
琴
平
町
四
五
番

地

医
療
法
人
社
団
林
泉
会

理
事
長

木
村
敏
章

仲
多
度
郡
琴
平
町
四
五
番

地

平
成
十
五
年

五
月
三
十
一

日

介
護
療
養

型
医
療
施

設

三
七
一
〇
五

一
一
二
三
三

医
療
法
人
社
団
国
土
外
科

医
院

観
音
寺
市
古
川
町
二
七
二

医
療
法
人
社
団
国
土
外
科

医
院

理
事
長

國
土
忠
男

観
音
寺
市
古
川
町
二
七
二

平
成
十
五
年

七
月
一
日

〃

三
七
一
〇
七

一
〇
一
一
六

高
橋
ク
リ
ニ
ッ
ク

東
か
が
わ
市
松
原
六
九
九

―
二

高
橋

省
造

東
か
が
わ
市
松
原
六
九
九

―
二

平
成
十
五
年

七
月
十
一
日

〃

三
七
一
一
五

一
一
〇
二
六

医
療
法
人
社
団
山
下
整
形

外
科
医
院

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
畑
田

一
〇
七
一
―
一

医
療
法
人
社
団
山
下
整
形

外
科
医
院

理
事
長

山
下
恭
範

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
畑
田

一
〇
七
一
―
一

平
成
十
五
年

八
月
一
日

〃

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一
一



「

「

南

館

Ａ

室

五
千
六
百
七
十
円

Ａ

室

千
八
百
九
十
円

Ｂ

室

四
千
五
百
十
五
円

南

館

を
」

Ａ

室

五
千
六
百
七
十
円

Ａ

室

千
八
百
九
十
円

Ｂ

室

四
千
五
百
十
五
円

Ｃ

室

二
千
八
百
三
十
五
円

に
改
め
る
。

」

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

香
川
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
二
十
号
）
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

、
き

次
の
と
お
り
都
市
公
園
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

名
称

瀬
戸
大
橋
記
念
公
園

二

位
置

坂
出
市
沙
弥
島
字
南
通
及
び
同
市
番
の
州
緑
町

三

変
更
に
係
る
区
域

別
紙
図
面
の
と
お
り

「
別
紙
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
は
、
香
川
県
観
光
交
流
局
に
ぎ
わ
い
創
出
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

四

区
域
変
更
の
期
日

平
成
十
五
年
十
一
月
一
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

起
業
者
の
名
称

大
野
原
町

二

事
業
の
種
類

大
野
原
町
町
民
会
館
建
設
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
農
業
用
用
排
水
路
付
替
工
事

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
中
姫
字
帳
口
及
び
字
笹
塚
並
び
に
大
字
大
野
原
字
辻
北
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
五
年
九
月
十
八
日
に
大
野
原
町
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
大
野
原
町
町
民
会
館
建
設
事
業
及
び
こ

れ
に
伴
う
農
業
用
用
排
水
路
付
替
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
認
定
の
理

由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
う
ち
大
野
原
町
町
民
会
館
建
設
事
業
（
以
下
「
本
体
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
大
野

原
町
が
事
業
主
体
と
な
り
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
す
る
も
の
で
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第

三
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
。

ま
た
、
農
業
用
用
排
水
路
付
替
工
事
（
以
下
「
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
本
体
事
業
の
施
行

に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
土
地
改
良
区
設
置
の
農
業
用
用
排
水
路
の
付
替
工
事
で
あ
り
、
土
地
収
用
法
第

三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

。
る

２

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
大
野
原
町
は
、
平
成
十
五
年
度
予
算
に
お
い
て
用
地
取
得
に
要
す
る

経
費
を
計
上
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
関
連
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
も
、
管
理
者
で
あ
る
土
地
改
良

区
か
ら
既
に
そ
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
実
施
は
確
実
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

。
る

３

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て




大
野
原
町
に
お
い
て
は
、
一
般
町
民
を
対
象
と
し
た
屋
内
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
し
て
大
野
原
町
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
利
用
状
況
は
ほ
ぼ
限
界
に
達
し
て
お
り
、
新
た

な
利
用
希
望
に
応
え
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
は
、
町
内
最
大
の

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一
二



ホ
ー
ル
と
し
て
町
や
町
内
の
各
種
団
体
が
主
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
会
合
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、

大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
等
の
際
に
は
手
狭
と
な
っ
て
い
る
う
え
に
、
冷
暖
房
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い

な
い
た
め
快
適
な
利
用
環
境
を
提
供
で
き
ず
、
町
民
の
文
化
活
動
に
支
障
が
出
る
状
況
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
町
立
大
野
原
中
学
校
に
お
い
て
は
、
体
育
館
は
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
の
天
井
が
低
く

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
等
の
授
業
の
実
施
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
う
え
に
、
狭
隘
で
あ
る
た
め
屋
内
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
活
動
の
一
部
は
中
学
校
か
ら
約
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

で
町
立
大
野
原
小
学
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
と
並
ん
で
実
施
せ
ざ
る
を
得
ず
（
町
立
大
野
原
小
学
校
に

お
い
て
は
体
育
館
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
校
に
隣
接
す
る
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
体
育
の

授
業
や
ク
ラ
ブ
活
動
を
実
施
し
て
い
る
。
）
、
十
分
な
教
育
効
果
が
発
揮
で
き
な
い
状
況
に
あ

。
る

本
件
事
業
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
日
の
夜
間

や
休
日
に
お
い
て
は
一
般
町
民
が
利
用
す
る
屋
内
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
し
て
、
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
や

会
合
の
際
に
は
町
内
最
大
の
ホ
ー
ル
と
し
て
、
中
学
校
の
授
業
や
ク
ラ
ブ
活
動
の
時
間
帯
に
は
隣

接
す
る
町
立
大
野
原
中
学
校
が
利
用
す
る
体
育
施
設
と
し
て
、
多
目
的
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
町
民
が
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
を
通
じ
て
心
身
と
も
に
豊
か
さ
を

実
感
で
き
、
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
に
も
寄
与
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ

る
利
益
は
相
当
程
度
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。

�

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
と
し
て
は
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
考
え
ら

れ
る
が
、
起
業
地
内
に
移
転
物
件
と
し
て
牛
舎
が
あ
る
も
の
の
、
住
家
・
店
舗
は
な
く
、
起
業
地

の
大
部
分
は
田
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
相
当
程
度
の
緑
地
が
整
備
さ
れ
る
計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
小
さ
い
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

�

本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
的
、
技
術
的
、
経
済
的
見
地
か
ら
三
案
の

候
補
地
の
比
較
検
討
を
行
い
、
最
も
適
切
な
案
を
採
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
体
事
業
、
関
連
事
業
共
に
そ
の
起
業
地
の
範
囲
は
、
事
業
の
実
施
に
必
要
最
小
限
の

範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。





か
ら
�
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
。

４

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
体
事
業
は
、
週
休
二
日
制
の
普
及
等
に
よ
っ
て
高
ま
っ
て
い
る
町
民
の
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動

へ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
中
学
生
に
十
分
な
体
育
教
育
を
実
施
す
る
た
め
に
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
関
連
事
業
は
、
地
域
住
民
の
営
農
上
必
要
不
可
欠
な
農
業
用
用
排
水
路
の
機
能
回
復
の
た

め
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要

が
認
め
ら
れ
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
土
地
収
用
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を

充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業

の
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る

五

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

大
野
原
町
総
務
企
画
課

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年

十
一
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

丸
亀
停
車
場
線
（
二
百
四
号
）

三

道
路
の
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

丸
亀
市
柞
原
町
字
西
村
四
三
九
番
三
地

先
か
ら

前

九
・
八

〜
一
六
・
七

二
一
四

交
通
安
全
施

設
工
事
に
よ

る
現
道
拡
幅

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一
三



●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

建
築
指
道

第
六
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
三
日

三

指
定
道
路
の
位
置

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
浜
二
四
九
七
―
一
、
二
四
九
七
―
二
、
二
四
九
八

―
一
、
二
四
九
八
―
三
、
二
五
〇
七
―
二
及
び
同
地
先
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

二
七
・
九
一
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
金
融
機
関

２

指
定
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
取
り
扱
う
所
等
の
表
青

山
支
店
の
項
を
削
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地

改
良
事
業
小
山
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
二

月
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
三
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
月
九
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月

四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

香
西
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

山
田

寛

高
松
市
香
西
北
町
五
一
番
地
五

平
成
一
五
、
九
、
二
九

〃

久
保

忠
行

〃

香
西
本
町
二
六
六
番
地

〃

〃

藤
田

�
司

〃

香
西
東
町
三
八
八
番
地

〃

〃

森

直
樹

〃

香
西
本
町
二
四
四
番
地
一

〃

丸
亀
市
柞
原
町
字
上
所
四
二
〇
番
一
地

先
ま
で

後

九
・
八

〜
一
八
・
七

二
一
四

公

告

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
円
座
土

地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
上
所
上
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
川
向
下
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一
四



〃

綱
井

建
雄

〃

〃

四
九
〇
番
地

〃

〃

青
木

宗
之

〃

香
西
南
町
六
九
八
番
地
一

〃

〃

北
山

貞
夫

〃

香
西
本
町
三
六
五
番
地
八

〃

〃

久
保

昭

〃

香
西
西
町
五
六
番
地
二

〃

〃

作
榮

繁
一

〃

香
西
北
町
二
八
一
番
地
一

〃

〃

武
井

芳
清

〃

香
西
本
町
六
〇
九
番
地

〃

〃

河
野

行
雄

〃

香
西
北
町
五
五
八
番
地
三

〃

監

事

三
木

政
男

〃

香
西
南
町
三
八
三
番
地

〃

〃

角
野

時
文

〃

香
西
北
町
五
四
二
番
地
二

〃

〃

塩
田

俊
之

〃

香
西
本
町
六
七
六
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

山
田

寛

高
松
市
香
西
北
町
五
一
番
地
五

平
成
一
五
、
九
、
三
〇

〃

久
保

忠
行

〃

香
西
本
町
二
六
六
番
地

〃

〃

藤
田

�
司

〃

香
西
東
町
三
八
八
番
地

〃

〃

森

直
樹

〃

香
西
本
町
二
四
四
番
地
一

〃

〃

綱
井

建
雄

〃

〃

四
九
〇
番
地

〃

〃

青
木

宗
之

〃

香
西
南
町
六
九
八
番
地
一

〃

〃

北
山

貞
夫

〃

香
西
本
町
三
六
五
番
地
八

〃

〃

久
保

昭

〃

香
西
西
町
五
六
番
地
二

〃

〃

作
榮

繁
一

〃

香
西
北
町
二
八
一
番
地
一

〃

〃

武
井

芳
清

〃

香
西
本
町
六
〇
九
番
地

〃

〃

河
野

行
雄

〃

香
西
北
町
五
五
八
番
地
三

〃

監

事

古
田

辰
男

〃

香
西
本
町
三
四
〇
番
地

〃

〃

角
野

時
文

〃

香
西
北
町
五
四
二
番
地
二

〃

〃

塩
田

俊
之

〃

香
西
本
町
六
七
六
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
六
百
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

か
が
わ
市
の
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
）
石
引
北
地
区
）
の
換
地

計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
東
か
が
わ
市
事
業
部
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
七

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一
五
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十
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発
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香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

（
第
九
〇
七
八
号
）

一
六


